
令和３年度 令和４年度 令和５年度
現状

（令和６年12月末）
目標

（令和７年度）
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年12月末

1
事業者向け景品表示法に係る講座
における理解度

85.3％ 93.9% ９５％ ９６．２％
100％
（各年度）

・実際の指導事例や法改正に係る情報を講座資料に含める等工夫を行い、
令和３年度を除き、理解度は90％以上であったが目標は達成できなかっ
た。
・引き続き、講座資料の工夫を行い、参加者の理解度アップにつながる講
座を開催する。また、景品表示法について知らない事業者も一定数存在す
るため、食品表示法の講座や消費者志向経営の講座を行うことで事業者
の参加を促す工夫をしつつ、適切な表示の仕方について情報提供も継続し
て行う。

○
85.3％

○
93.9%

○
９５％

○
９６．２％

講座参加者へのアンケート調査 県民活動生活課

2
食品製造工場および飲食店等の
「衛生管理計画」の作成状況の確認
と指導

100％ 100% 100％
12月までの対象施設につい

て、100%実施
100％
（各年度）

・令和3年6月1日に改正食品衛生法が施行され、食品等事業者は原則ＨＡ
ＣＣＰに沿った衛生管理が義務付けられ、その実施のための衛生管理計画
を作成する必要がある。
・各年度の新規許可施設・継続許可施設に対する衛生管理計画の作成状況
の確認と指導を１００％実施することを目標としており、これまで達成して
いる。すべての食品営業許可施設でＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が導入・定
着されるよう今後も引き続き、確認と指導を行う。

◎
100％

◎
100%

◎
100％

◎
12月までの対象施
設について、100%

(第２次）滋賀県食の安全・安心推
進計画（各年度の許可継続施設
に対する確認率）

生活衛生課

3
しらしがメール/LINEの「消費生活
情報」登録者数

26,470人 26,025人 2,280人 3,085人 30,000人

・令和5年度に仕様が変更され、登録者がリセットされたことで登録者数が
大幅に減少した。県センターHPおよび出前講座等で、再登録にかかる周知
を行ったが、目標には到達しなかった。
・引き続き、県センターHPおよび出前講座等で、登録促進を継続して行
う。

○
88.2%

○
86.8%

△
7.6%

△
10.3%

令和５年度途中でしらしがシステ
ムの変更あり

消費生活センター

4
教育者向けの支援に関し、今後に
役立つと回答した教育者の割合

100％ 100％ 100％ 100%
100％
（各年度）

・令和３年度以降、積極的に消費者教育の支援を行い、継続して目標を達
成することができた。教育者の要望を十分にヒヤリングし、最適な支援を
行えたことが要因かと思われる。
・今後の課題としては、教育者によっては教育者向け支援を行っているこ
とを認知されていないケースもあるため、より多くの教育者に支援が行き
届くよう、SNS等を通じて周知を図っていく。

◎
100％

◎
100％

◎
100％

◎
100%

支援を行った方へのアンケート
調査

消費生活センター

5

消費者教育教材「社会への扉」等を
活用した、実践的な消費者教育を
実施する高等学校（特別支援学校
の高等部を含む）の割合

97.3% ８６．７％ ８５．１％
ー

（令和６年度集計中）
100％

・社会への扉のほか、全ての高等学校（特別支援学校含む）に啓発チラシを
配付し、消費者教育教材を提供したが、目標は達成できなかった。令和４年
４月１日より民法改正により成年年齢が引下げられることから、令和３年度
は学校側の関心も高く、割合も高くなっていたと思われる。
・消費者教育の教材（啓発チラシ等）について、どこに情報を見にいけばよ
いかわからないという教員の意見もあるので、教材を学校に提供する方法
も工夫していく。

○
97.3%

○
８６．７％

○
８５．１％

ー
（令和６年度集計中）

若年者への消費者教育の推進に
関するアクションプログラム（消
費者庁、文部科学省、金融庁、法
務省）

県民活動生活課

6
「エシカル消費」の実践として、地産
地消を心掛ける消費者の割合

70.4%
(令和４年度実施)

68.1%
(令和5年度実施)

60.8%
（令和６年度実施）

ー
（令和７年度県政モニターア
ンケートにより把握予定）

80％

・商業施設におけるパネル展示や出前講座の実施、エシカル消費の冊子の
作成に取り組んだが、目標は達成できなかった。
・引き続きエシカル消費の方法の１つとして地産地消があることを出前講
座やHP、X、Instagramを通じて周知を図っていく。

○
88%

○
85.1%

△
76%

ー
（令和７年度県政モ
ニターアンケートに
より把握予定）

県政モニターアンケート 県民活動生活課

7
食品ロス問題を認知して削減に取
り組む消費者の割合

80.5％
（令和４年度実施）

78.4%
（令和5年度）

―
（令和６年度末実施）

ー
（令和7年度実施予定）

80％

・啓発資材の作成やHP等での周知、出前講座の実施に取り組んだが、目標
は達成できなかった。
・引き続き周知の取組を継続することで認知度の向上に努めるとともに、
SNS等の活用により周知を図っていく。

◎
100.6%

○
98%

―
（令和６年度
末実施）

ー
（令和7年度実施予

定）

滋賀県食品ロス削減推進計画
県民アンケート

循環社会推進課

8

家庭系食品ロスの年間発生量（推
計）
（県内の家庭から発生した食品ロ
スの年間発生量）

2.5万ｔ
(令和元年度）

2.5万ｔ
(令和２年度）

2.5万t
（令和3年度）

ー
（集計中）

2.5万t
(令和５年度)
2.1万t

(令和12年度)

・目標は達成しているものの、横ばいの状況が続いている。
・引き続き啓発資材の活用や出前講座の実施、HP等での周知を行い、食品
ロスの削減に取り組んでいく。

◎
100%

◎
100%

◎
100%

ー
（集計中）

滋賀県食品ロス削減推進計画 循環社会推進課

担当課

項目

Ⅰ　安全・安心な
消費生活の確保

Ⅱ　「自ら考え行
動する」消費者に
なるための支援

基本方針

指標

評価（令和３年度～令和６年12月末）および今後の対応

実施状況評価・目標達成率
（目標達成率は各年度指標の数値/目標数値で計算）

備考欄

滋賀県消費者基本計画（第４次）の指標の達成評価および今後の対応

（令和６年12月末時点）

実施状況評価の凡例

◎ 目標を達成（達成率が100％以上）

○ おおむね目標を達成（達成率が80％以上100%未満）

△ 目標を達成できなかった事業等（達成率が80％未満、目標に対して事業を実施しているが成果が不十分であるものも含む）

資料３



令和３年度 令和４年度 令和５年度
現状

（令和６年12月末）
目標

（令和７年度）
令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年12月末

担当課

項目

基本方針

指標

評価（令和３年度～令和６年12月末）および今後の対応

実施状況評価・目標達成率
（目標達成率は各年度指標の数値/目標数値で計算）

備考欄

9
「消費者ホットライン188」を知っ
ていると回答した消費者の割合

31.7％
（令和４年度実施）

34.6％
（令和５年度実施）

31.7％
（令和６年度実施）

ー
（令和７年度県政モニターア
ンケートにより把握予定）

50％

・HPやSNSといったインターネット媒体や啓発物品の配布等を通じて
188の周知を行ったが目標達成率は低い数値となっている。
・引き続き、上記の方法の他、様々な機会を活用して188の認知度向上の
ため取り組んでいく。

△
63.4%

△
69.2%

△
63.4%

ー
（令和７年度県政モ
ニターアンケートに
より把握予定）

県政モニターアンケート 県民活動生活課

10
県消費生活センターによるあっせ
ん解決率

88.9％ ９１．９％ 90.6% 92.5%(速報値)
90％以上
（各年度）

・引き続き高いあっせん解決率が実現できるよう相談員のスキルアップに
努める。

○
98.8%

◎
102.1%

◎
100.7%

◎
102.8%
(速報値)

消費生活センター

11
消費者安全確保地域協議会設置市
町の県内人口カバー率

34% 34% 34% ３４％ 50％

・市町向け説明会や講座の案内、消費者庁新未来創造本部と一部市町を訪
問しヒアリングを行ったが目標は達成できなかった。引き続き、市町に対
し、消費者安全確保地域協議会の設置を市町ヒアリング等を通して要請し
ていく。
・指標項目に、厚労省の重層的支援整備事業支援会議を設定している市町
を含めるかどうかを検討したい。（本県においては、地域協議会未設置の
市町であっても、消費者行政担当課が重層的支援整備事業支援会議の構
成員となり、現に福祉部局と十分連携が取れている例が見られるため。）

△
68%

△
68%

△
68%

△
68%

地方消費者行政強化作戦2020
（消費者庁）

県民活動生活課

12
県・市町の消費生活相談員の研修
参加率

91.7％ ９１．９％ 100％
ー

（令和７年度の現況調査によ
り把握予定）

100％
（各年度）

・引き続き高い参加率を維持できるように、研修参加に係る交付金活用の
促進や研修の機会を周知していく。

○
91.7％

○
９１．９％

◎
100％

ー
（令和７年度の現況
調査により把握予

定）

地方消費者行政強化作戦2020
（消費者庁）

県民活動生活課

第5次計画に向けて

・第４次計画に引き続き、指標を設定し進捗管理を行うことにするが、指標の項目および目標数値の見直しが必要であると考える。

Ⅲ　消費者被害
の防止と救済


